
１　食品衛生

（１）食品関係施設数及び監視状況

ア  旧食品衛生法に基づく許可を要する施設 令和4年3月31日現在

項目
業種

飲食店営業 2,202 91 138 490 282
菓子（ パンを含む） 製造業 456 26 18 102 87

乳処理業 1 0 0 0 2
乳製品製造業 2 1 1 1 1

集乳業 0 0 0 0 0
魚介類販売業 89 8 8 33 27

魚介類競り売り営業 0 0 0 1 0
魚肉練り製品製造業 4 0 0 2 2

食品の冷凍または冷蔵業 31 0 1 6 9
かん詰びん詰食品製造業 6 0 0 0 3

喫茶店営業 182 53 23 176 13
あん類製造業 1 0 0 1 1

アイスクリーム類製造業 92 8 5 20 32
食肉処理業 8 2 0 4 4
食肉販売業 64 8 12 21 23

食肉製品製造業 3 1 1 2 1
食用油脂製造業 2 0 0 1 1

みそ製造業 9 1 0 2 2
しょうゆ製造業 3 0 0 1 2
ソース類製造業 4 0 0 1 2

酒類製造業 7 1 0 0 1
豆腐製造業 4 0 0 1 1
納豆製造業 2 1 0 0 1
麺類製造業 20 0 0 3 1

そうざい製造業 50 2 1 10 11
添加物製造業 3 0 0 3 0

清涼飲料水製造業 8 0 0 2 3
総　　　数 3,253 203 208 883 512

食品表示法に基づき監視指導を実施することにより、食品表示の適正化を図ります。

　飲食に起因する衛生上の危害を未然に防止し、管内で流通する食品の安全・安心を確保するた
め、食品営業施設の夏期・年末の一斉監視、学校等の給食施設、食品製造施設等の監視を実施す
るとともに、大規模観光地の飲食店（ホテル、レジャー施設等）に対し、施設監視、講習会の開
催や収去検査等を実施し、重点的に食中毒発生防止対策の強化を図りました。また、各施設の食
品衛生責任者等に対する食品衛生講習会、その他専門業種・大規模施設従事者に対する衛生講習
会を開催することにより、食品衛生思想の普及向上に努めました。
　さらに、収去検査を実施し、「食品の規格基準」や「三重県食品の衛生管理指標」に不適合で
あった場合、また、違反食品を発見した場合は、販売者及び製造者に対し、原因究明及び再発防
止策を指導することにより違反食品の発生防止対策に努めました。

１．

２．

食品の製造、流通および販売にいたるまでの衛生管理、規格等について監視、指導、検査を実施
することにより、食品の安全・安心の確保を図ります。

主な取組内容

施策145　食の安全・安心の確保

基本事業1　食品の安全・安心の確保

（主担当：衛生指導課）

施設数 更　新  新　規 廃　業  監視数
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イ  改正食品衛生法に基づく許可を要する施設 令和4年3月31日現在

項目
業種

飲食店営業 409 517 108 441
調理の機能を有する自動販売機 2 2 0 4

食肉販売業 15 15 0 19
魚介類販売業 21 21 0 26

魚介類競り売り営業 1 1 0 1
食肉処理業 1 1 0 1
菓子製造業 65 65 0 74

アイスクリーム類製造業 1 1 0 1
乳製品製造業 1 1 0 1

清涼飲料水製造業 1 1 0 1
食肉製品製造業 2 2 0 2
水産製品製造業 4 4 0 4
食用油脂製造業 1 1 0 1

みそ又はしょうゆ製造業 2 2 0 2
豆腐製造業 1 1 0 1

そうざい製造業 18 18 0 21
複合型そうざい製造業 1 1 0 3

冷凍食品製造業 6 6 0 7
複合型冷凍食品製造業 1 1 0 3

漬物製造業 10 10 0 14
密封包装食品製造業 1 1 0 1

食品の小分け業 1 1 0 1
添加物製造業 1 1 0 1
総　　　数 566 674 108 630

ウ  届出を要する施設 令和4年3月31日現在

62 2
100 8
171 16

1 0
341 0

7 0
16 3
16 1
1 0

92 23
52 15

178 0
245 39

1 0
9 1
7 2
1 1
2 1
6 1

10 0
6 4
1 0

33 14
1 0

122 6
6 0
4 0

1,491 137

 監視数

施設数  監視数
　　　　　　　　　　　　　項目

　　　業種

施設数  新　規 廃　業

魚介類販売業（包装済み）

自動販売機による販売業
百貨店、総合スーパー
コンビニエンスストア

通信販売・訪問販売による販売業
米穀類販売業

野菜果物販売業
弁当販売業

コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）

氷雪販売業
乳類販売業

食肉販売業（包装済み）

その他の食料・飲料販売業

その他
器具、容器包装の製造・加工業

集団給食施設
行商

その他の食料品製造・加工業

計

調味料製造・加工業
農産保存食料品製造・加工業

コーヒー製造・加工業
添加物製造・加工業

卵選別包装業
海藻製造・加工業

製茶業
精穀・製粉業

糖類製造・加工業
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（２）啓発活動

ア　日程

〇食品衛生月間

200部

100部

100部

200部

100部

200部

100部

イ　内容

（３）食中毒事故発生件数

１件

（４）食品等の収去検査実施状況

ア　食品等の収去及び拭き取り検査結果 令和4年3月31日現在

微生物 理化学 その他

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 0

5 0 0

令和３年８月１日～８月31日 アピタ 桑名店

一号舘 長島店

エフマート 多度店

Ｙストア 員弁店

Ichigokan+PLUS 桑名陽だまり店

ザ・ビッグ 菰野店

スーパーセンターオークワみえ朝日インター店

5

不適合理由 （延数）

2 0

4 0

0

47

12 0

0

収去検体
検査結果

魚介類及びその加工品

不適合検体数

14

収去検体数

0

0清涼飲料水

 菓　子　類

 肉卵類及びその加工品
（缶詰・びん詰を除く）

 穀類及びその加工品
（缶詰・びん詰を除く） 3

牛乳及び乳製品

合　　　計

140

42

小　　　計

保　存　食

30

212

　三重県食品衛生協会桑員支部・四日市支部及び桑員調理師会・四日市調理師会と協働で、
消費者を対象にリーフレット、ウェットティッシュ等の配布による食中毒事故防止を呼びか
けました。　※店頭での設置による配布

器具等の拭き取り

5

0

野菜類・果物及びその
加工品(缶詰･びん詰を除く)

5

かん詰・びん詰食品

器具及び容器包装 0

0

その他の食品 58 0

0
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（５）免許取得状況       四日市市保健所受付分含む

（６）自主衛生管理の促進

（７）食品衛生講習会等

２　食品表示等指導相談事業

（１）製造・販売・流通段階における表示の監視指導実施状況

（２）表示相談

※　相談には内訳事項の重複があります

（３）食品表示に関する講習会実施状況

説明会実施回数 参加者数

9 51

  量販店及び食品製造業を中心に、施設監視、食品収去検査等の際に食品表示法に基づく表示の確
認を行いました。
　また、表示責任者に対し食品衛生講習会等の機会を捉え適正な表示の周知を行いました。違反が
疑われる表示等の発見があった場合には、その通報に基づき必要な調査や指導を行いました。

1,531

実施回数 参加者数

20 312

　食品の安全・安心の確保について、消費者、食品等事業者及び行政による意見交換ができる懇話
会を開催しました。

（８）リスクコミュニケーション

57

23

内　　　　訳

その他

5

参加者数

84

指導件数

10

0

10

品質事項 衛生事項 保健事項

38

監視指導対象 監視店舗数

販売業者（桑名） 38

販売業者（四日市市） 0

計

相談件数

133

実施回数

123

1,13335

　食品衛生法の改正により、原則として全ての食品等事業者に実施が求められることになったＨＡ
ＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理について説明会を行うとともに、監視等の機会を捉えて周
知・確認を行うことで事業者の自主衛生管理を促進しました。

実施回数 参加者数

区　　分

調　理　師

59

　管内食品関係事業者や消費者等に対して、食中毒防止対策等を目的とした食品衛生講習会を開催
しました。

合格者数受験申込者数

- -

製菓衛生師 116

免許申請者数

95

35
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